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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
児
童
扶
養
手
当
な
ど
の
現
金
給
付
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
児
童
扶
養
手

当
の
支
給
額
等
に
つ
い
て
は
、
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
国
会

審
議
に
お
け
る
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
日
の
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
の
附
帯
決
議
に
お
い
て
「
児
童
扶
養
手
当
の
加
算

額
を
含
む
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
所
得
状
況
、
生
活
実
態
、
今
後
の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え

つ
つ
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
い
う
制
度
の
趣
旨
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
、
そ
の

在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
」
等
と
さ
れ
、
ま
た
、
同
月
二
十
八
日
の
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
会
の
附
帯
決
議
に
お
い

て
「
児
童
扶
養
手
当
の
加
算
額
を
含
む
支
給
額
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
所
得
状
況
及
び
生
活
実
態
、
今
後
の
社
会

経
済
状
況
の
変
化
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
す
る
と
い
う
制
度
の
目
的
及

び
趣
旨
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
、
引
き
続
き
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
検
討
結
果
に
基
づ
き
適
切
な
措
置
を
講
ず
る

こ
と
」
等
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
附
帯
決
議
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
っ
て
ま
い
り

た
い
。
な
お
、
同
法
に
よ
り
、
第
二
子
及
び
第
三
子
以
降
の
児
童
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
の
加
算
額
を
平
成
二
十
八
年
八
月

一



か
ら
増
額
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
小
児
・
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
医
療
費
助
成
制
度
を
創
設
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
子
ど
も
の
医
療
費
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
が
病
気
に
な
っ
て
も
安
心
し
て
医
療
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
公
的
医
療
保
険
制
度
に
お
い
て
通
常
は
三
割
で
あ
る
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
を
義
務
教
育
就
学
前
の
子
ど

も
に
つ
い
て
は
二
割
と
し
て
い
る
ほ
か
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条
の
二
の
規
定
に

基
づ
く
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
に
対
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
、
母

子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
く
未
熟
児
に
対
す
る
養
育
医
療
の
給
付
等
の
制

度
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
施
策
に
加
え
、
国
の
財
政
負
担
に
よ
り
子
ど
も
の
医
療
費
の
一
部
負
担
金
等
を
一
律
に
軽
減
す
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
の
下
、
他
の
子
ど
も
・
子
育
て
関
連
施
策
と
の
均
衡
等
を
勘
案
す
る
と
、
課
題
が
多
く
慎
重
な
検

討
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
制
度
で
は
、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
よ

二



る
療
養
給
付
費
等
負
担
金
（
以
下
「
療
養
給
付
費
等
負
担
金
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
等

に
応
じ
て
算
定
し
た
額
を
、
ま
た
、
同
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
調
整
交
付
金
（
以
下
「
調
整
交
付
金
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
は
、
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
等
及
び
被
保
険
者
に
係
る
所
得
等
に
応
じ
て
算
定
し
た
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
市

町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
交
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
地
方
単
独
事
業
に
よ
る
子
ど
も
の
医

療
費
の
一
部
負
担
金
の
軽
減
等
を
含
め
、
市
町
村
が
負
担
軽
減
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
一
般
的
に
は
、
当
該
措
置
を
講

じ
な
い
場
合
に
比
べ
て
療
養
の
給
付
等
に
要
す
る
費
用
が
増
加
し
、
こ
れ
に
伴
い
療
養
給
付
費
等
負
担
金
及
び
調
整
交
付
金

（
以
下
「
国
庫
負
担
金
等
」
と
い
う
。
）
の
額
も
増
加
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
限
ら
れ
た
財
源
を
公
平
に
配
分
す
る
観
点

か
ら
、
当
該
措
置
を
講
ず
る
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
る
国
庫
負
担
金
等
の
額
が
、
当
該
措
置
を
講
じ
な
い
市
町
村
に
対
し

て
交
付
す
る
国
庫
負
担
金
等
の
額
と
同
等
に
な
る
よ
う
に
調
整
措
置
（
以
下
「
減
額
調
整
措
置
」
と
い
う
。
）
を
講
ず
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
地
方
単
独
事
業
に
よ
る
子
ど
も
の
医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
軽
減
等
に
係
る
減
額
調
整
措
置
に
つ
い
て
は
、
厚
生

労
働
省
の
「
子
ど
も
の
医
療
制
度
の
在
り
方
等
に
関
す
る
検
討
会
」
（
以
下
「
検
討
会
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
幅
広
い

観
点
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
八
日
に
議
論
の
取
り
ま
と
め
が
行
わ
れ
た
。
当
該
取
り
ま
と
め
に
お

三



い
て
、
当
該
減
額
調
整
措
置
に
つ
い
て
は
、
「
賛
否
両
面
か
ら
様
々
な
意
見
が
あ
っ
た
が
、
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
に
向
け

て
政
府
全
体
と
し
て
少
子
化
対
策
を
推
進
す
る
中
で
、
地
方
自
治
体
の
取
組
を
支
援
す
る
観
点
か
ら
、
早
急
に
見
直
す
べ
き

と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
」
と
さ
れ
る
と
と
も
に
、
「
医
療
費
無
償
化
に
よ
る
受
診
拡
大
等
が
医
療
保
険
制
度
全
体
の
規

律
や
医
療
提
供
体
制
に
与
え
る
影
響
」
、
「
負
担
能
力
に
応
じ
た
負
担
と
す
る
視
点
や
過
度
な
給
付
拡
大
競
争
の
抑
制
」
等

の
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
行
う
べ
き
と
さ
れ
た
。

今
後
、
社
会
保
障
審
議
会
医
療
保
険
部
会
に
お
け
る
議
論
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
ニ
ッ
ポ
ン
一
億
総
活
躍
プ
ラ
ン
」
（
平

成
二
十
八
年
六
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
記
載
さ
れ
た
と
お
り
、
検
討
会
で
の
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
当
該
減
額
調
整
措
置

に
つ
い
て
見
直
し
を
含
め
検
討
し
、
平
成
二
十
八
年
末
ま
で
に
結
論
を
得
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
に
つ
い
て

高
校
生
等
奨
学
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
対
象
者
の
拡
大
や
支
給
額
の
増
額
を
図
っ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
御

指
摘
の
「
大
学
生
へ
の
給
付
型
奨
学
金
の
創
設
」
に
つ
い
て
は
、
「
未
来
へ
の
投
資
を
実
現
す
る
経
済
対
策
」
（
平
成
二
十

八
年
八
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
「
給
付
型
奨
学
金
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
（
二
千
十
七
年
度
）
予
算
編
成

過
程
を
通
じ
て
制
度
内
容
に
つ
い
て
結
論
を
得
、
実
現
す
る
」
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
施
策
等
を
通
じ
て
、
引
き
続

四



き
、
高
校
生
等
や
大
学
生
等
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
充
実
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

「
子
供
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
大
綱
」
（
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
大
綱
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
「
地
方
公
共
団
体
が
地
域
に
お
け
る
子
供
の
貧
困
の
実
態
、
地
域
の
実
情
を
踏
ま
え
た
対
策
を
企
画
・
立
案
、
実
施

で
き
る
よ
う
、
全
国
的
な
子
供
の
貧
困
の
実
態
や
特
色
あ
る
先
進
施
策
の
事
例
な
ど
必
要
な
情
報
提
供
に
努
め
る
」
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
大
綱
に
お
い
て
設
定
し
て
い
る
子
供
の
貧
困
に
関
す
る
指
標
の
動
向
を
は
じ
め
、

先
進
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
地
域
の
事
例
、Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
活
動
事
例
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

五


